
夏のＴＭＢ資産家セミナー

『 資産家の会社活用 』

日 時 ： 平成２９年７月１日(土) １４：００～１７：３０
受付開始 １３：３０

場 所 ： ＡＰ大阪梅田茶屋町 ８階 会議室Ａ
定員 ９０名

参加費 ： 無料

平成２９年度税制改正により、非上場会社の株式評価方法が大きく変わりました。個人資産家の方にとって今一度会
社設立を検討すべき時代の到来です。そこで本セミナーでは、財産を個人で承継する場合と、法人成りをして会社
株式で相続する場合の違いを、改正の影響と民法を絡めながら徹底解説致します！！税務のプロと法務のプロの
ディスカッションも乞うご期待！！万障お繰り合わせの上ご参加下さいませ。

お問合せ先：税理士法人ﾄｰﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾞﾚｰﾝ・有限会社ﾄｰﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾞﾚｰﾝ

TEL：06-6361-8301（代） FAX：06-6361-8302 受付：小椋、西村

ご挨拶 １４：００～１４：１０（１０分）

第１部 「個人で相続 ｖｓ 会社として株式で相続」
１４：１０～１４：４５（３５分） 講師 坪多 聡美 弁護士
親から子へ不動産のままで相続？それとも会社へ移転し株式として相続？坪多聡美弁護士が、
法務の観点からそれぞれのメリット・デメリットを比較、解説致します！！

第２部 「非上場株式評価方法改正により相続対策はどう変わる！？」
１４：４５～１５：４５（６０分） 講師 弊社代表 坪多 晶子
改正された非上場株式の評価方法とは？相続税にどう影響するのか？第2部では合法的な節
税対策の観点から、個人で相続する場合と会社株式で相続する場合の税金について弊社代表
坪多晶子が徹底解剖、皆さまが納得できる賢い会社活用をお話します！！

休憩 １５：４５～１６：００（１５分）

第３部 ディスカッショントーキング
１６：００～１７：３０（９０分） 弊社代表 坪多 晶子 ｖｓ 坪多 聡美 弁護士
トラブルの実例やその対応策、明るい未来を実現するための戦略等について税務・法務の二人
のプロフェッショナルがディスカッション形式にて楽しく元気よくトーキング致します！！

※上記スケジュールは一部変更となる場合がございます

～平成２９年度税制改正が資産家に与える影響は！？～

神戸商科大学卒業。
1990年 坪多税理士事務所設立。
1990年 有限会社 トータルマネジメン
トブレーン設立、代表取締役に就任。
2012年 税理士法人 トータルマネジメ
ントブレーン設立、代表社員に就任。
上場会社の非常勤監査役やNPO法人の理
事及び監事等を歴任後、上場会社や中
小企業の資本政策、資産家や企業オー
ナーの資産承継や事業承継、さらに税
務や相続対策などのゼネラルコンサル
タントとして活躍する傍ら、全国で講
演活動を行い、マスコミにも出演。各
種税務に関する人気書籍も多数執筆。

弊社代表
税理士 坪多晶子

京都大学法科大学院卒業
司法試験合格。
2012年大阪弁護士会登録。
2016年６月坪多法律事務所設立。
税も絡んだ相続や不動産の分野を
得意とし、幅広い知識で相談案件
を解決するほか、書籍も執筆。

坪多法律事務所
弁護士 坪多聡美

～講師 紹介～



セミナー参加申込書兼受付票
申込先FAX 06-6361-8302
申込締め切り：平成29年6月2１日（水）

＊申し込み多数の場合は、先着順にて定員になり次第締め切らせていただきます。 お問合先TEL06-6361-8301（担当：小椋・西村）

夏のＴＭＢ資産家セミナー

※大変お手数ではございますが、当日はこの申込書兼受付票をお持ち下さい。

●阪急梅田駅より徒歩１分

●JR大阪駅より徒歩３分

●地下鉄御堂筋線梅田駅または
谷町線東梅田駅より徒歩５分

※利用可能駐車場
①リパーク梅田駅前（500円/30分）
②阪急梅田駅駐車場（300円/30分）
当日会場周辺は混雑が予想される
ため、なるべく公共の交通機関でお
越し頂きますようお願い致します。

エレベータで８階
までお上がり頂き、
右手突き当りの
お部屋（赤丸印）
までお越し下さい。

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ

御 社 名
御 芳 名

御 同 行 者

御 住 所

電 話 番 号
F A X
番 号

ご紹介者
※ご紹介者がいらっしゃる場合は、ご紹介いただいた方をご記入下さい。

メールアドレス


